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令和３年第６回小国町農業委員会議事録 

 

１．開催日時  令和３年６月１０日（木）午後３時００分から 

 

２．開催場所  おぐに町民センター ２０８・２０９号室 

 

３．出席委員（農業委員 8 名  計 8 名） 

   会     長        松岡 克明 

   会長職務代理者    1 番  石松 雄平 

   委     員    2 番  梅木 美代 

              3 番  穴井 英雄 

4 番  飯沼 由彦 

5 番  宮﨑 博美 

              6 番  佐藤 仲子 

              7 番  穴井 千年 

 

４．欠席委員 

 

５．議事日程 

 

第１ 議事録署名委員の指名 

 

第２  議案第１号    農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1 項の規定に 

 よる農地利用集積計画について(所有権移転) 

 

第４  議案第２号番号１ 農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1 項の規定に 

～番号５ よる農地利用集積計画について(利用権貸借) 

 

６．農業委員会事務局職員 

   事務局長   宮崎 智幸 

   事務局職員  波多野 裕 

 

 

 

 

 

 



 

 

７．会議の概要 

 

事 務 局 長   それでは、令和３年第６回小国町農業委員会を開催いたしま

す。出席農業委員は、8 名で総会は成立しております。 

それでは、農業委員会会議規則により、議長は会長が務める

こととなっておりますので、以降の議事の進行は松岡会長、お

願いいたします。 

 

議   長   これより議事に入ります。日程第 1 議事録署名委員及び会議

書記の指名を行います。小国町農業委員会会議規則第 12 条第 2

項に規定する議事録署名委員ですが、議長から指名させていた

だくことにご異議ありませんか。 

 

（異議なし声あり） 

 

議   長   それでは、議事録署名委員は、３番穴井英雄委員、５番宮﨑

博美委員にお願いいたします。なお、本日の会議書記には、事

務局職員の波多野さんを指名いたします。以上で日程第 1 を終

わります。 

 

議   長   次に、日程第 2 議案第 1 号「農業経営強化促進法第 18 条第 1

項の規定による所有権移転の農地利用集積計画について」を議

題に供します。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

 

事 務 局 長   議案集の 1 ページをお開きください。議案第 1 号です。「農

業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認につい

て」（所有権移転）農業経営基盤強化法第 18 条第 1 項の規定に

よる下記農用地利用集積計画の決定について意見を求める。令

和 3 年 6 月 10 日提出。小国町農業委員会会長松岡克明でござい

ます。 

議案第 1 号、番号 1 です。土地の所在は、大字上田字○〇○

○番地です。地目は、登記簿田、現況田、面積が 1,637 ㎡です。

所有権を移転する者、所有権を受ける者については記載の通り

です。利用目的は、水稲、売買価格は記載の通りです。移転の

時期、支払い方法、支払い期限については記載の通りです。詳

しくは、別冊の資料 1 農地利用集積計画書をご覧下さい。所有

権移転の移転を受ける者の農業経営の状況ということで、名前



 

 

が記載されております。所有者の移転を受ける者の下に経営作

物ということで米、牛です。肉用牛の繁殖と肥育です。その下

に世帯の労働力の状況が記載されています。この案件は、以前、

公社に所有権移転した後議案として上がったものを今回、公社

から個人の担い手の方に移転をするというものです。説明は、

以上です。 

 

議   長   それではこれより、質疑に入ります。只今の事務局の説明に

ついて、発言のある方は挙手をお願いします。 

 

７   番   はい、7 番です。田んぼは、元々自分の田んぼだったのですか。

公社側が所有する前です。 

 

事 務 局 長   公社側が受ける前は、移転を受ける者以外の方が所有してい

ました。公社の特例事業を利用して売買を行い所有権移転する

ということで、その所有者から公社が買い受けしたものを、今

回の担い手の方に移転をするという流れになっています。 

 

７   番   同じ金額ですか。 

 

事 務 局 長   金額は同じですね。 

 

１   番   1 番です。水田の相場が知りたいと思いますので、お尋ねです

が、ここの基盤整備はされていますか。 

 

事 務 局 長   基盤整備はされています。 

 

１   番   元の持ち主の方の名前は、聞くことはできませんか。 

 

事 務 局 長   ここでは名前は申し上げませんけど、前々回ぐらいの総会の

時に、その所有者から公社に移転する部分の議案を上げており

ます。 

 

１   番   その前々回の資料が手元にありませんし、記憶が定かでない

ので、聞くことはできませんか。 

 



 

 

事 務 局 長   元々、その地域の所有者の方で、農業が自分でできなくなっ

たという事で、同じ地域の方に担い手がおられて話が成立した

という事です。税金面での税制の優遇措置を受けるという事で

農業公社の特例事業を利用して行います。 

 

１   番   内容は、よく分かりました。基盤整備がしてありますので、

10ａ当たりが○○万ぐらいと思いました。そんなに相場は、下

がったものかなと思ったもので確認したところです。以上です。 

 

議   長   それでは採決いたします。議案第 1 号議案について同意する 

ことに賛成の方は挙手を願いします 

 

（全 員 賛 成） 

 

議   長   全員賛成ですので、議案第 1 号の原案について同意すること

を決定いたします。 

 

議   長   次に、日程第 3 議案第 2 号、番号 1 から番号 5「農業経営基盤

強化促進法第18条第 1項の規定による利用権貸借の農地利用集

積計画について」を議題に供します。事務局より議案の朗読と

説明をお願いします。 

 

事 務 局 長   議案集の 2ページをお開きください。議案第 2号番号 1です。

土地の所在は、大字黒渕字○○○○地番から○○番地です。地

目が、登記簿田、現況田です。面積が 1,013 ㎡です。利用権を

設定する者、設定を受ける者については記載の通りです。ここ

で少し訂正をお願いいたします。経営面積の部分ですが、1 番上

の 667.8 ㎡と書いてある部分については、223.5 ㎡に訂正をお願

いします。それから、1段飛ばしまして、借受けと書いてある分

の 600.4 という数字の部分は、156.1 に訂正お願いします。申し

訳ありませんでした。利用目的については、水稲、期間は 5 年、

使用貸借になります。 

続きまして番号 2、大字黒渕字○〇○○番地、地目が登記簿田、

現況田、面積が 1,345 ㎡、利用権を設定する者、利用権の設定

を受ける者については記載の通りです。利用目的は水稲で、期

間は 3 年、10ａ当たりの賃借料は記載の通りです。 



 

 

続きまして番号3大字黒渕字○〇○○番地、地目が登記簿田、

現況田、面積が 697 ㎡、利用権を設定する者、利用権の設定を

受ける者については記載の通りです。利用目的は水稲で、期間

は 3 年、10ａ当たりの賃借料は記載の通りです。 

続きまして3ページになります。番号4大字黒渕字○○○○、

同じく黒渕字〇○○○、地目は、両筆共に登記簿田、現況田、

面積が 2 筆合計で 3,096 ㎡です。ここは、再設定です。利用権

を設定する者、利用権の設定を受ける者については記載の通り

です。利用目的は、水稲で、期間は 5 年、10ａ当たりの賃貸料

については記載の通りです。 

最後に番号 5、大字西里字○○、地番が○○から○○の 4筆で

す。地目が登記簿田、現況田、全て田です。面積が 4 筆合計で

2,994 ㎡です。これも再設定です。利用権の設定をする者、利用

権の設定を受ける者については記載の通りです。利用目的は、

水稲、期間は 5 年、賃借料については記載の通りです。詳しく

は、別冊資料 1 の 2 ページ以降に土地利用集積計画書を付けて

あります。それぞれ設定を受ける者の要件等は、クリアしてお

ります。特に要件として、農用地の全てを効率的に耕作する、

農作業に常時従事するといった要件等は、全てにおいてクリア

しております。説明は以上です。 

 

議   長   それではこれより質疑に入ります。只今の事務局説明につい

て、発言のある方は挙手をお願いします。 

 

３   番   はい、3 番です。前々回にお話をしたと思いますけど、場所が

ある程度分かりますと、どれぐらいの設定とか、こちらで賃借

料も分かるから把握ができるかと思います。場所でいいですか

らお願いします。 

 

事 務 局 長   はい、前々回にそういう内容の意見いただいて、会長にその

事を相談させていただきました。その中で、当然、場所が分か

るものという形では、資料もかなり古い関係もありまして、最

終的には、皆様に相談のお話をしようといった頃でした。内容

につきましては、場所を知りたいという部分もわかりますので、

全体の地図とかを用意して、個別に後で場所を確認するという

やり方でよろしければできると思います。 

 



 

 

１   番   説明いただけたらわかると思います。こちらに置きまして場

所を説明してもらえればそれでかまいません。 

 

３   番   面積はわかりますけども、日当たりの良い土地とか、、大き

な土地がこのくらいで賃借できるという事が認識できればいい

です。今回は、間に合わないので次回からお願いをしておきま

す。 

 

事 務 局   わかりました。 

 

事 務 局 長   次回その件のことを試していきたいと思います。 

 

議   長   他にございませんか。 

 

議   長   4 番、どうぞ。 

 

４   番   はい、4 番です。番号 2 の貸し手の方の貸付け面積は 1,566.4

ａということなんですけども、15 町以上貸しているという事で

すか。 

 

事 務 局 長   はい、この方は、○○地区の所有者です。その面積に相当す

る畑を貸しています。 

 

７   番   7 番です。2 ページの 1 番の件ですけど、これは、使用貸借に

なっていまして、現物導入もないし、金銭的にも記載されてい

ないので、無償ですか。 

 

事 務 局 長   はい、番号 1 については、備考欄に書いてありますけども、

使用貸借という部分についての対価は発生しないという事で、

使用貸借となっています。 

 

議   長   それでは採決いたします。議案第 2 号番号 1 から番号 5 につ

いて原案のとおり同意することに賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

 

（全 員 賛 成） 

 



 

 

議   長   全員賛成ですので、議案第 1 号から番号 5 の原案について、

同意することを決定いたします。 

 

 

議   長   それでは以上をもちまして、小国町農業委員会第６回総会を

閉会致します。 

 

 

 令和３年第６回小国町農業委員会の議事録に相違ないことを証する 

ためここに署名する。 

 

３  番  

 

５  番  


